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笠松中学校屋内運動場が3月に完成し、4月5日に竣工式を開催しました。 
＝（関連記事6～7ページ） 
ラジコンヘリによる航空写真　撮影：笠松中学校卒業生　松原誠さん 

こいのぼりに乗ってちまきを食べる、かさまるくん（左）とかさまるちゃん（右） 
町マスコットキャラクターイラスト募集中（詳しくは最終ページ） 
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第１回笠松町議会定例会議決結果 
（3月6日開会　3月19日閉会） 

第２号　笠松町非常勤消防団員に係る退職
報償金の支給に関する条例の一部
を改正する条例 

「消防団を中核とした地域防災力の充実強
化に関する法律」が制定され、国や地方公共
団体が消防団の処遇改善を図るため必要な
措置を講ずることが義務付けされたことなどに
伴い、非常勤消防団員に係る退職報償金の
支給額を引き上げるため、所要の規定整備を
行うもの。 
第３号　町道の路線認定 

宅地開発により設置された北及地内の私有
道路を町道編入することに伴う路線認定（北
及６４号線） 
第４号　町道の路線廃止 
羽島用水パイプライン化による上部利用に
伴う町道の路線廃止（長池田代２号線） 

第５号　平成２５年度笠松町一般会計補正予算 
　補正額 ▲２０８,６５５,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,９６０,９１１,０００円 

［主な補正内容］ 
・かさまつ応援寄附金の増に伴う基金積立
金の増額 
・ぎふ農業協同組合と大栄食品株式会社か
らの指定寄附を社会福祉基金に積立てを
行う増額 
・国の「働く世代の女性のためのがん検診推
進事業」を活用し、乳がん・子宮頸がん検診
を実施することに伴う健康診査委託料など
の諸費用の増額 
・レジ袋有料化還元基金寄附に伴う基金積
立金の増額 
・岐阜県中古自動車販売商工組合岐阜支部
からの指定寄附を活用し、道路反射鏡を設
置することに伴う工事費用の増額 
・その他、事業完了に伴う契約差金など不用
額の減額 

第６号　平成２５年度笠松町国民健康保険特別
会計補正予算 

　補正額 ▲１４,５１１,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,６９５,７５９,０００円 

［主な補正内容］ 
・療養給付費、高額療養費などの給付費用の減額 
・前年度繰越金の一部を国民健康保険基金
に積立てを行う増額 
・その他、事業精算に伴う不用額の減額 

第７号　平成２５年度笠松町後期高齢者医療
特別会計補正予算 

　補正額 ▲６,７９８,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２０８,６１５,０００円 

［主な補正内容］ 
・後期高齢者医療広域連合納付金の減額 
・保健事業（ぎふ・すこやか健診）の受診者減
に伴う健診費用の減額 

第８号　平成２５年度笠松町介護保険特別会計
補正予算 

　補正額 ２７,３６４,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,５８９,７０９,０００円 

［主な補正内容］ 
・消費税増税に伴う介護報酬などの改定によ
るシステム改修費用の増額 
・居宅介護サービス費などの給付費用の増額 
・その他、事業精算に伴う不用額の減額 
第９号　平成２５年度笠松町下水道事業特別

会計補正予算 
　補正額 ▲５７,６２２,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ８８４,３８４,０００円 

［主な補正内容］ 
・国庫補助事業の縮減などに伴う公共下水
道工事請負費の減額 
・その他、事業完了に伴う契約差金など不用
額の減額 

第１０号　平成２６年度笠松町一般会計予算 
　歳入歳出予算総額 ７,５１２,０００,０００円 
　対前年度増減額 １,０１８,２００,０００円（１５.６８％） 

第１１号　平成２６年度笠松町国民健康保険特別
会計予算 

　歳入歳出予算総額 ２,６３５,８５０,０００円 
　対前年度増減額 ３,３５７,０００円（０.１３％） 

第１２号　平成２６年度笠松町後期高齢者医療
特別会計予算 

　歳入歳出予算総額 ２２０,１４７,０００円 
　対前年度増減額 ４,８７４,０００円（２.２６％） 

第１３号　平成２６年度笠松町介護保険特別会計
予算 

　歳入歳出予算総額 １,６０４,０９６,０００円 
　対前年度増減額 ６７,６３３,０００円（４.４０％） 

第１４号　平成２６年度笠松町下水道事業特別
会計予算 

　歳入歳出予算総額 ９６８,５２６,０００円 
　対前年度増減額 ２８,９８７,０００円（３.０９％） 

第１５号　平成２６年度笠松町水道事業会計予算 
　歳入歳出予算総額 ５５８,５５５,０００円 
　対前年度増減額 ▲１３,２２８,０００円（▲２.３１％） 

［すべて可決］ 
【請願】 
・要支援者を介護予防給付から外すことに反
対する請願書［不採択］ 
・特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提
出についての請願［不採択］ 
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　町民の皆様には、平素より町政並びに町議会
に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、深く
感謝申し上げます。 
　私は、去る４月１日の臨時議会におきまして、議
員各位のご推挙により、第４７代議長に就任いた
しました。誠に身に余る光栄であり、改めて職責
の重さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。
議会の果たすべき役割と責任を自覚し、公正か
つ円滑な議会運営に誠心誠意努めて参りたいと
考えております。 
　さて、我が国の経済は、長引くデフレからの早
期脱却と経済再生に向けた国の経済対策により、
景気は緩やかに回復しはじめています。景気回
復の動きがこの地方にも波及するなど、今後もこ
の好循環が徐 に々広まっていくものと想定されます。 
　このような社会経済状況の中にあっても、当町
の歳入の根幹をなす町税収入は大幅な増収が
見込めるという確証を得ることが難しく、一方歳出
面においては、社会保障関係経費の自然増や将
来を見据えた社会基盤整備、さらには当町を取り
巻く喫緊の課題に対応するための施策や事業に
多額の費用が見込まれることから、引き続き財政
的に大変厳しい状況にあることは変わりません。 
　そのような中で、財政の健全性を維持しながら、
未来を担う子どもたちが、人間性豊かに成長でき
る環境づくりをはじめ、高齢者などに対する医療・
福祉対策、さらに環境問題への取り組み、近い将

来発生が予測されている東海・東南海地震など
大規模地震が懸念される中での防災・減災対策
など山積する諸問題の解決に取り組んでいかな
ければなりません。 
　私たち議会といたしましても、これらの課題によ
り一層の創意工夫と努力を積み重ね、笠松町の
さらなる発展のために執行機関とともに全力を尽
くしてまいりたいと考えております。 
　町民の皆様の信頼と期待に応えられる議会運
営を目指して万全を期してまいる所存であります
ので、町民の皆様におかれましては、町議会に対
し、今後とも、より一層のご支援とご協力を賜りま
すようお願い申し上げますとともに、皆様方のご健
勝とご多幸をご祈念申し上げまして、就任のごあ
いさつといたします。 

　議長・副議長の選挙、常任委員会委員、議会運営委員会委員、
特別委員会（交通対策特別委員会・公共施設整備調査特別委員
会）委員の選任などが行われました。 
　正副議長と各委員会委員は次のとおりです。 

（敬称略） 
議　　長　　安田敏雄 
副 議 長　　伊藤　功 

 
【総務文教常任委員会】 
委 員 長　　川島功士 
副委員長　　田島清美 
委　　員　　船橋義明 
委　　員　　岡田文雄 
委　　員　　古田聖人 

 
【民生建設常任委員会】 
委 員 長　　尾関俊治 
副委員長　　伏屋隆男 
委　　員　　長野恒美 
委　　員　　安田敏雄 
委　　員　　伊藤　功 

 

【議会運営委員会】 
委 員 長　　岡田文雄 
副委員長　　長野恒美 
委　　員　　船橋義明 
委　　員　　伏屋隆男 

 
 

【交通対策特別委員会】 
委 員 長　　古田聖人 
副委員長　　川島功士 
委　　員　　船橋義明 
委　　員　　伏屋隆男 
委　　員　　伊藤　功 

 

　【公共施設整備調査 
特別委員会】　 

委 員 長　　長野恒美 
副委員長　　田島清美 
委　　員　　安田敏雄 
委　　員　　岡田文雄 
委　　員　　尾関俊治 

 
【議会改革特別委員会】 
委 員 長　　船橋義明 
副委員長　　古田聖人 
委　　員　　長野恒美 
委　　員　　安田敏雄 
委　　員　　岡田文雄 
委　　員　　伏屋隆男 
委　　員　　田島清美 
委　　員　　川島功士 
委　　員　　伊藤　功 
委　　員　　尾関俊治 

正副議長と各委員が決まりました 

就任のあいさつ 笠松町議会議長　安田 敏雄 
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第２回笠松町議会臨時会議決結果 
（4月1日開会　同日閉会） 

第１６号　笠松町職員の配偶者同行休業に関
する条例 

地方公務員法の一部を改正する法律の施
行に伴い、外国での勤務や事業経営、または
外国の大学で修学をする配偶者と生活を共に
するため渡航、在留する職員に対し、その継続
的な勤務を促進することを目的として、配偶者
同行休業制度（休業期間３年を限度、給与は
支給しない）を導入するもの。 
第１７号　笠松町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 
大規模災害からの復興に関する法律の施
行に伴い、復興計画の作成や復興整備事業
の実施のため町へ派遣された者に対して、災
害派遣手当（６,６２０円/日）を支給するため、所
要の規定整備を行うもの。 

第１８号　平成２６年度笠松町一般会計補正予算 
　補正額 ６,３００,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ７,５１８,３００,０００円 

［主な補正内容］ 
・昨年度に引き続き、（株）光製作所からの寄
附を活用し、町内の小中学校の児童・生徒
が「光文庫図書」を読んで書いた読書感想
文の中から、毎月、優秀作品をラジオ番組で
放送するとともに、年度末には、さらに優秀作
品を選定して、テレビ番組で表彰する事業を
（株）岐阜放送に委託して実施するため、番
組制作・放送業務委託に要する費用を増額 

第１９号　笠松町議会議長辞職許可 
第２０号　笠松町議会副議長辞職許可 

［すべて可決］ 

　平成２５年度町内会連合会・自主防災会協議会総会が３月２７日役場で行われ、両会の平成２６年度
予算と事業計画が承認されました。 
　また、長年にわたって町内会長を務められ、自治組織の発展などに尽くされた方々に広江町長から表
彰状と記念品が贈られました。 
　総会終了後には、広江町長から平成２６年度の重要施策の説明がありました。 
　表彰された方は次のとおりです。　　　　　　　　　　　（敬称略） 
【10年表彰】大江康夫（田代東） 
【5年表彰】山田忠正（春日東陽常盤町） 間宮勝利（宮川町） 

間野雅己（若葉町） 山川壽太郎（門前町） 

町内会連合会 
自主防災会協議会 総会 開催 

自治功労者表彰受賞 南谷 悟さん 

　笠松町自治功労者表彰が４月７日に行われ、南谷悟さん（門間）に表彰状と記念品が贈られました。 
　南谷さんは笠松町選挙管理委員会委員長や明るい選挙推進協議会会長として、多年にわたり民主
政治の健全な発展と明るい選挙の実現に尽力されました。 

寄　附 
【教育振興事業】匿名 現金４,０００,０００円 
　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただ
きます。 

東日本大震災 義援金 
　笠松町役場でお預かりしました義援金は次
のとおりです。　　　　　　　　（敬称略） 
　料亭　安田屋 ３０,０００円 
　匿名 ２７,５００円 
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身体障害者相談員・知的障害者相談員に委嘱 

　身体障害者相談員に河尻和男さん（北及）、堀場靖隆さん（円城寺）、早水春生さん（西宮町）、
岩田賢一さん（田代）が、知的障害者相談員に樋口一子さん（北及）が委嘱されました。 
　障がい者に関する相談は、相談員の自宅（２５ページ参照）で、家庭における養育、生活などに関する
相談・助言を行っています。 

「わがまちを災害から守る」使命を胸に 町消防団入団式 

宣誓文を読み上げる新入団員 

　全国各地の多くの方からご寄附をいただき、誠にありがとうございます。 
　氏名の掲載に同意いただいた皆さん〈平成26年2月から3月までの入金確認分〉　（敬称略） 
野本哲嗣、芦沢勝明、森本忠、西川珠世、杉本律男、杉浦雅之、石垣裕樹、星野達也、八杉弘昭、田中松雄、 

柴田伸昭、鳥居基記、寺田寛之、宮下俊輔、山下靖典、伏見勝哉、堀川文子、平馬武範、永田佳代子、 

堀尾健介、吉田大貴、青木公司、草野和美、川名遷一良、速水清隆、長友一宏、伊藤和高、安田隆一朗、 

三上幸恵、水川博信、木村治子、太田麻紀、杉本幸久、津和崎宏児、藤松佳晃、吉永勇樹、角田慎介、林一枝、 

小林正日出、駒井由理子、長野正克、長谷川拓哉、樋口伊三夫、徳久陽子、南憲幸、渡邊敏郎、田尻賢、 

北林治、佐藤哲士、塚田耕嗣、上浩信、柳允寿、久保新治、猪狩大祐、三輪拓也、山崎公司、若狭敦嗣、 

藤川俊一、嘉陽淑恵、谷川直也、藤本和行、丹呉光、高野明人、富岡康夫、金子秀夫、池田志帆、山内允孝、 

金野行男、山川裕、岩瀬馨、伊藤洋平、山崎みどり、中村欣久、藤枝一雄、村田謙二、江野尻卓也、堀田毅、 

立川穂積、堀井沙也佳、浜野智宏、登坂孝一、國安宏哉、八木由生、岩田高幸、岡地美和、織笠禮子、三橋博、 

橋本早智江、杉山忠幸 

かさまつ応援寄附金（ふるさと納税） 
　　　　　　　　　　ありがとうございました 

平成25年度　総計 
寄附件数　3,550件 
寄附金額　29,058,245円 

　町消防団入団式が４月１９日、コミュニティ消防
センターで消防団員や関係者約１２０人が出席し
行われました。 
　式では広江町長から「町民の生命、財産を守
るため、一日も早く立派な消防団員となられること
を期待しています」と式辞があり、川出団長から
は入団された男性団員５人、女性団員６人、新役
員に辞令が交付され、日ごろの消防活動に対す
る労をねぎらうとともに「いざという時のために、訓
練などに頑張ってほしい」との訓示がありました。 

　続いて、来賓の田中県議会議員、安田町議会議長、奥田町内会連合会長から祝辞があり、団員は
防火・防災の誓いを新たにしました。 
　東日本大震災以降、地域の防災力の向上のため、消防団の活動が期待されています。町消防団は、
皆さんの入団をお待ちしています。 
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　４月５日に、新屋内運動場の竣工式が盛大に
行われ、武藤容治衆議院議員や松原登士弘名
誉町民、田中勝士県議会議員をはじめ、関係者、
各町内会長などと新中学２、３年生の約６００人が
参加しました。 
　式典では、広江町長のあいさつの後、寄贈い
ただいた緞帳やピアノ、壁画の紹介が行われ、施
工業者への感謝状の贈呈、来賓からの祝辞、テ
ープカットなどを行いました。竣工記念イベントでは、
笠松中学校卒業生で元Jリーガーの森山泰行氏
のトークショーが行われ、中学校当時の思い出や
サッカー選手時代の話などをしていただきました。 
　午後からの一般内覧会では、近隣の方から卒
業生まで約５００人に来ていただきました。 
　なお、この屋内運動場は学校行事に支障のな
い範囲で、学校開放施設として使用することがで
きますので、皆さんご利用ください。 

竣工式に参加した皆さん 

完成を祝い、テープカットする関係者（アリーナで） 

元Jリーガー森山氏（左）によるトークショー 

竣工式を開催しました 

どん ちょう 
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2階 

1階 

アリーナ 

玄関ホール 

柔道場・剣道場・卓球場 

　老朽化や耐震不足などによる笠松中学校屋
内運動場の建て替えが、３月３１日に完了しました。 
　新しい中学校屋内運動場は、RC造の２階建て、
延床面積が約３,２００㎡あり、１階は武道場・卓球場・
部室などを、２階はアリーナがあります。 
　耐震性は十分考慮されていて、災害時の避難
所としても、誰もが安心して活用出来るように、空
調機や多目的トイレ、エレベーターを設置し、さら
に廊下を広くとるようにしました。また、温暖化対
策として、LED電球の採用や太陽光発電システ
ムの導入を行った設計となっています。さらに、学
校などが講演会や式典などで活用できる移動観
覧席を配備しました。 

A

A

B

B

C

C
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総 務 課  
（課長　村井隆文） 

（防災対策監　柴田利彦） 

税 務 課  
（課長　足立篤隆） 

収 納 管 理 課  
（課長　服部昇三） 

総 務 部  
（部長　大橋雅文 

教育文化部長兼務） 

部などの名称 
（所属長名） 

課などの名称 
（所属長名） 

担当の名称 執務場所・電話 事務の内容 

企 画 課  
（課長　堀仁志） 

環 境 経 済 課  
（課長　平岩敬康） 

企画環境経済部 
（部長　岩越誠 

住民福祉部長兼務） 

住 民 課  
（課長　加納康孝） 

住 民 福 祉 部  
（部長　岩越誠 
企画環境経済部長兼務） 

建 設 課  
（課長　那波哲也） 

建 設 水 道 部  
（部長兼技監　奥村智彦） 

教 育 文 化 課  
（課長　加藤周志） 

教 育 文 化 部  
（部長　大橋雅文 

総務部長兼務） 

会 計 課  
（課長　加藤順子） 

会 計 管 理 者  
（杉山佐都美） 

議 会 事 務 局  
（事務局長　堀康男） 

水 道 課  
（課長　鈴木秀夫） 

保 険 医 療 課  
（課長　服部敦美） 

福 祉 健 康 課  
（課長　浅野薫夫） 

庶 務・行 政・秘 書  

契 約 管 財  

消 防 防 災  

資 産 税  

住 民 税  

収 納 管 理  

財政・行財政改革推進対策 

企 画 調 整  

ま ち お こ し 推 進  

生 活 環 境  

産 業 振 興  

戸 籍 住 民  

保険・年金・後期高齢・福祉医療 

民 生 ・ 児 童  

介 護  

健 康  

管 理  

土 木  

都 市 計 画  

庶 務  

下 水 道 工 務  

上 水 道 工 務  

学 校 教 育  

生 涯 学 習  

ス ポ ー ツ 振 興  

会 計  

庶 務  

笠松町役場　本庁（笠松町司町１番地　代表電話　０５８‐３８８‐１１１１） 
最寄りの巡回バスのバス停は「役場」 町長　広江 正明 副町長　川部 時文 

平成26年度　笠松町の事務体制 平成26年度　笠松町の事務体制 

職員人事、情報公開、個人情報保護、 
行政一般、選挙、防犯、町内会、秘書など 

契約、財産管理など 
 

消防、防災、防災行政無線 
 

固定資産税 
 

町民税、軽自動車税、納税・所得証明、 
臨時運行許可など 

町税などの徴収 
 

財政、行財政改革推進など 
 

広域行政、総合計画、統計、国際交流、 
公共施設巡回町民バス、土地開発公社など 

広報、広聴、行政無線放送、まちの駅、 
特定非営利活動法人の認証など 

環境保全、公害、火葬場、墓地、ごみ、 
畜犬登録、交通安全、自転車駐車場など 

農業、商工業、観光、イベントなど 
 

戸籍、住民票、印鑑証明など 
 

国民健康保険、国民年金、 
後期高齢者医療、福祉医療など 

老人福祉、障がい者福祉、 
児童手当、保育所入退所など 

介護保険 
 

住民検診、母子保健、予防接種など 
 

道路占用、道路用地の買収、 
道路境界確定など 

道路、河川の建設、維持管理など 
 

都市計画、建築確認、公園、 
屋外広告物など 

上下水道の加入申込み、 
料金の賦課徴収など 

下水道施設の建設、維持管理など 
 

水道施設の建設、維持管理など 
 

道徳教育、学校施設の管理など 
 

生涯学習、青少年育成、 
地域の文化活動など 

スポーツ振興、体育施設の管理など 
 

現金の出納、納税、手数料の納付など 
 

町議会に関する事務 

役場２階西側 

蕁３８８‐１１１１ 

役場１階西側 

蕁３８８‐１１１２ 

役場２階東側 

蕁３８８‐１１２８ 

役場２階東側 

蕁３８８‐１１１３ 

役場２階東側 

蕁３８８‐１１１４ 

役場１階東側 

蕁３８８‐１１１５ 

役場１階東側 

蕁３８８‐１１１６ 

福祉健康センター 

蕁３８８‐７１７１ 

役場３階西側 

蕁３８８‐１１１７ 

役場１階西側 

蕁３８８‐１１１９ 

役場４階北側 

蕁３８８‐１１１０ 

役場３階西側 

蕁３８８‐１１１８ 

蕁３８８‐３２３１ 

中央公民館内 

蕁３８８‐３９２６ 
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施設の名称 所在地・電話 最寄りの巡回バスのバス停 事務の内容 

主な出先機関など 主な出先機関など 

関　係　機　関 関　係　機　関 

実行委員会 実行委員会 

長池４０８番地の１ 

蕁３８８‐７１７１ 

東陽町４４番地の１ 

蕁３８７‐１１２１ 

常盤町６番地 

蕁３８８‐３２３１ 

長池２９２番地 

蕁３８７‐０１５６ 

中野２２９番地 

蕁３８７‐８４３２ 

東陽町４４番地の１（仮事務所） 

蕁３８８‐０１６１ 

長池２２７番地の２ 

蕁３８７‐５３２１ 

上新町１７２番地 

蕁３８７‐０５６１ 

田代２９０番地 

蕁３８８‐０８１１ 

西金池町１番地（名鉄笠松駅構内） 

蕁３８８‐２３５５ 

住民検診、健康相談など 
 

施設利用申込み、老人クラブ、遺族会 
その他福祉関係団体の事務など 

公民館施設利用申込み、体育施設利用申込み、 
生涯学習、スポーツ振興など 

施設利用申込み、諸証明の受付など 
 

施設利用申込み、諸証明の受付など 
 

歴史資料の展示、保存など 
 

学校給食 
 

子育て支援、放課後児童クラブなど 
 

児童の健全育成 
 

笠松町の情報提供、情報発信など 
 

学校教育、社会教育など 
岐南町八剣７丁目１０７番地（岐南町役場内） 

蕁２４５‐１１３３ 

福祉健康センター 

福祉会館 

中央公民館前 

松枝小学校前 

総合会館 

福祉会館 

松枝小学校前 

中央公民館前 

児童館前 

名鉄笠松駅前 

　　－ 

所在地 電話 事務の内容 

司町１番地 
役場総務課内 蕁３８８‐１１１１ 

司町１番地 
役場環境経済課内 蕁３８８‐１１１４ 

司町１番地 
役場企画課内 蕁３８８‐１１１３ 

上新町１７２番地 蕁３８７‐６２６６ 

笠松町選挙管理委員会 

笠松町農業委員会 

笠松町土地開発公社 

（社福）笠松町地域振興公社 

（社福）笠松町社会福祉協議会 

選挙の執行・管理 
 

農地の利用関係の調整、技術の改良・普及の 
指導 

町から委託された公共事業用地の取得  

第一保育所、松枝保育所、下羽栗保育所、 
ことばの教室の運営 

町から委託された地域包括支援センター事業の実施など 
笠松町心身障害者小規模授産所の運営 

長池４０８番地の１ 
福祉健康センター内 蕁３８７‐５３３２ 

所在地 電話 事務の内容 

司町１番地 
役場環境経済課内 蕁３８８‐１１１４ 

常盤町６番地 
中央公民館内 蕁３８８‐３２３１ 

かさまつまちづくりイベント実行委員会 

笠松町民運動会実行委員会 

笠松町美術展実行委員会 

春まつり、川まつり、リバーサイドカーニバル 
 

町民運動会 
 

美術展 
常盤町６番地 
中央公民館内 蕁３８８‐３２３１ 

福祉健康センター 

福祉会館 

中央公民館 

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴史民俗資料館 

学校給食センター 

子育て支援センター 

児童館 

ふらっと笠松 

羽島郡二町教育委員会 

（所長　浅野薫夫　　福祉健康課長兼務） 
（福祉健康課、社会福祉協議会の事務所） 

（館長　西崎裕子） 

（館長　加藤周志　　教育文化課長兼務） 

（館長・支所長　近藤和男） 

（館長・支所長　加藤周志　　教育文化課長兼務） 

（館長　高木敏彦） 

（所長　田中幸治） 

（所長　森宏子） 

（館長　森宏子　　子育て支援センター所長兼務） 

（教育長　宮脇恭顯） 
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開始のお知らせ 下水道の供用 開始のお知らせ 下水道の供用 下水道の供用 
◎供用開始区域 
 
　町では、下水道の整備が完了した区域から順次供用開始をしています。 
　平成26年4月1日からは、下図の■の区域に加え、■の区域で新たに下水道が利用できるように
なりました。 
 
　この区域から排出される台所・便所・風呂・洗面所などの生
活排水は、下水道へ流さなければなりません。地域の生活環
境をよりよくするため、ご家庭や事業所などの排水は、
早く下水道へ接続されるようお願いします。 
 
　供用開始後、3年以内に下水道への改造工事
をしたときは、町の助成制度があります。 
 
　下水道への接続工事に関することは、町の指
定する工事店にお問い合わせください。 
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開始のお知らせ 下水道の供用 開始のお知らせ 下水道の供用 開始のお知らせ 

◎今後の供用開始予定 
 
　平成27年4月からは■の区域、平成28年4月からは■の区域で下水道が利用できるようになる
予定です。 
　なお、この予定時期は、変更される場合がありますのでご了承ください。 

供 用 開 始 済  

平成26年4月1日 

平成27年4月1日 

平成28年4月1日 
平成26年4月1日現在 

【問合先】水道課　蕁388‐1118

 

供 用 開 始  

供用開始【予定】 

供用開始【予定】 

■ 

■ 

■ 

■ 
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商店街での大名行列 

大鳥毛槍の投げ渡し（八幡神社） 

笠松春まつり 笠松春まつり 笠松春まつり 笠松春まつり 
　桜の名所である奈良津堤には、桜の開花を待ちわびた
たくさんの人が訪れ、大勢の家族づれやグループが満開
となった桜を楽しんでいました。 
　１２日には、本町通りで「笠松陣屋市」があり、フリーマー
ケットやふれあい子ども広場の巨大迷路などに大勢の人
が集まりました。また、夕方からは産霊神社で「宵まつり」
があり、町内みこし奉納のあとにマジックショーなどが行わ
れました。 
　１３日には、オープニングの笠松清流太鼓の勇壮な演奏、
園児の演技、笠松町女性の会の新笠松音頭で盛りあがり、
引き続き行われた「大名行列お奴」では、威勢のよい掛け
声とともに毛槍が投げ渡されると、沿道に詰めかけた大勢
の観客から盛大な拍手が送られました。 
　また、各町内自慢の本みこしや花みこしが町内を練り歩
き、祭りムード一色となりました。 

　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が、3月25日から4月13日まで開催
されました。 

門前町のみこし 田代西の子どもみこし 米野の子どもみこし 

本まつりオープニング 
園児の演技 ➡

陣屋市 
商工会青年部による
ふれあい子ども広場
のぬりえやダンボール
巨大迷路 

⇦

�� 平成26年5月1日■第1044号 



笠松春まつり 　連結財務書類４表とは、町の普通会計のほかに国民健康保険などの特別会計や水道事業会計に
加え、町が構成団体となっている一部事務組合・広域連合と町が出資している法人などの関係団体を、
一つの行政サービス実施主体としてみなし、その資産や負債、行政コスト、資金収支の状況を明らかに
するものです。 
　平成２４年度決算に基づき、笠松町連結財務書類４表を作成しましたので公表します。 

連結財務書類4表を公表します 

資産の部 
1. 公共資産 
 固定資産（有形・売却可能） 
2. 投資など 
 　基金など 
 　出資金・その他 
3.流動資産 
 　資金 
 　未収金・その他 
資産合計 

 
38,380,382 

 
1,893,422 
1,805,948 
87,474 

2,331,671 
2,217,898 
113,773 

42,605,475

 
人件費など 
物件費、減価償却費、維持補修費など 
社会保障給付、補助金など 
支払利息など 
　　　　　　　　　　　　　　合計 
 
 
（経常費用 － 経常収益） 

負債の部 
1. 固定負債 
 　（将来の負担） 
2.流動負債 
 　（来年度の負担） 
 負債合計 

純資産の部 
純資産合計 
 （これまでの世代の負担） 
負債・純資産合計 

 
11,782,317 

 
883,556 

 
12,665,873 

 
29,939,602 

 
42,605,475

経常費用 
1. 人にかかるコスト 
2. 物にかかるコスト 
3. 移転支出的なコスト 
4. その他のコスト 
 

経常収益 
使用料・手数料・分担金・負担金・寄附金・保険料・事業収益など 

純経常行政コスト 

 
1,616,352 
2,501,618 
8,015,544 
222,265 

12,355,779 
 

4,512,445 
7,843,334

 
 
町税、地方交付税など 
国県補助金など 
臨時損益、資産評価替による変動など 

期首純資産残高 
純経常行政コスト 
一般財源 
補助金など受入 
その他 

期末純資産残高 

29,953,134 
△7,843,334 
3,931,575 
3,945,951 
△47,724 
29,939,602

 
（収入）町税など（支出）人件費・社会保障給付など 
（収入）国県補助金など（支出）公共資産整備費など 
（収入）国県補助金など（支出）地方債償還費など 
経費負担割合変更に伴う差額 
　　　　　　　　　　　　　　当期収支 

期首資金残高 
1.経常的収支 
2.公共資産整備収支 
3.投資・財務的収支 
4.その他 

 
期末資金残高 

2,132,111 
1,449,418 
△307,989 
△1,062,317 

6,675 
85,787 

2,217,898

　決算期末の財政状
態を明らかにするため
のものです。 
　左記の資産の部は、
これまでに取得した財
産の総額を記載し、右
側には資産を形成す
る際に要した財源の
調達状況を表わしてい
ます。 

　行政サービスに費
やされた費用（コスト）と、
その行政サービスに対
する直接の対価（使
用料など）を表わした
ものです。 
　経常行政コスト合
計から経常収益合計
を差引いたものが純経
常行政コストとなります。 

　資産と負債の差額
である純資産の1年間
の変動内容を表わし
たものです。 

　1年間の資金の動
きを明らかにする計算
書です。 
　経常的収支の部、
公共資産整備収支の
部、投資・財務的収支
の部に分けて表わして
います。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

平成25年3月31日現在 

自 平成24年4月 1日 
至 平成25年3月31日 

自 平成24年4月 1日 
至 平成25年3月31日 

自 平成24年4月 1日 
至 平成25年3月31日 

※財務書類4表（普通会計・連結ベース）の詳細は、町ホームページと役場1階の行政情報コーナーで公表しています。 

行政コスト計算書  

貸借対照表（バランスシート） 

純資産変動計算書 

資 金 収 支 計 算 書  

経常的な費用と収入 

純資産の増減 

現金の動き 
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　予防接種は標準期間で接種することが望ましいのですが、発熱や急性疾患などのやむを得ない
事情により、標準的な期間で接種できなかった場合の接種間隔が、４月から変更されました。 
接種間隔の変更があった予防接種 

【問 合 先】福祉健康課 

各種予防接種の接種間隔が変更になりました 

接種開始が2か月以上から7か月未満の乳児 
【初回接種】標準的には27日（医師が認める時は20日）以上、56日までの間隔をおいて3回 
※2回目と3回目は1歳未満までに終了。1歳を超えた場合は行わない。（追加接種は可能） 

【追加接種】標準的には初回接種終了後7か月以上、13か月までの間隔をおいて1回。 
※初回接種2回目または3回目が1歳未満までに終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回の1回目または2回目の終了
後27日（医師が認めた場合は20日）以上あけて行う。 

接種開始が7か月以上から12か月未満の乳児 
【初回接種】標準的には、27日（医師が認める時は20日）以上、56日までの間隔をおいて2回 
※2回目は1歳未満までに終了。1歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能） 

【追加接種】標準的には、初回接種終了後7か月から13か月までの間隔をおいて1回。 
※初回接種2回目が1歳未満までに終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回の1回目の終了後27日（医師が認めた場
合は20日）以上あけて行う。 

接種開始が2か月以上から7か月未満の乳児 
【初回接種】標準的には生後12か月までに27日以上の間隔をおいて3回 
※2回目と3回目は2歳未満までに終了。2歳を超えた場合は行わない。（追加接種は可能） 
また、2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない（追加接種は可能） 

【追加接種】標準的には生後12か月から15か月の間に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降
に1回 

接種開始が7か月以上から12か月未満の乳児 
【初回接種】標準的には生後12か月までに27日以上の間隔をおいて2回 
※2回目は2歳未満までに終了。2歳を超えた場合は行わない。（追加接種は可能） 

【追加接種】初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降に1回 

【サーバリックス（2価）】標準的には、1か月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回行う。 
※1か月以上の間隔をおいて2回接種した後は、1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上の間隔をおいて1回 

【１期初回】標準的には、6日以上、28日までの間隔をおいて2回 
【追加接種】初回接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回 

　南海トラフ巨大地震など大規模災害に備え、自助・共助の重要性や各町内で実施している防災
訓練のあり方などを再認識するため、減災と地域防災力の向上に関する講演会やワークショップな
どを開催しますので、ぜひお出かけください。 

※講師の闍木朗義教授は、日本テレビ系「世界一受けたい授業」に出演し、「『あっアレがない！』を科学で即解決！いざと
いう時のマル秘テクニック！」という授業をしました。 

【問 合 先】総務課 

地域防災育成講座のご案内 

開催日時 

第1回 

第2回 

第3回 

5月25日（日） 

6月29日（日） 

9月21日（日） 

会場 

午後1時30分～ 中央公民館 大ホール 

講　師 

闍木朗義教授※ 
（岐阜大学 工学部） 

野田日出夫氏 
（防災ボランティア岐阜 代表） 

内　容 
・講演会 
・ワークショップ 
（洪水時の適切な行動を
考えてみよう） 
・ワークショップ 
（自主防災訓練のあり方） 
家具固定器具などの講習会 

目　的 
【講演会】自助・共助の重要性や各世帯、町内
が取り組むべき対策などの講演 
【ワークショップ】地図を使用して、水害・地震
などに対応した避難方法の確認などを学習 
他自治体の防災訓練の事例や、個人が重点的
に取り組むべき課題を学習 
減災対策で最も効果的な家具の転倒防止の
実技講習 

日本脳炎予防接種 

子宮頸がん予防接種 

小児用肺炎球菌予防接種 

ヒブ予防接種 
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道

徳の
まち笠松の

　馬をペットにして、みなと公園や町中を散歩しよう。 

　塚本幸典さんは、笠松競馬場の誘導馬に関わ
る仕事をしています。競馬が開催されない天気の
良い日には、みなと公園や役場近くを、馬に乗って
散歩することがあります。 
　なぜ、犬ではなく、馬と散歩をしているのでしょう？ 
　塚本さんが馬に乗って散歩をはじめられたのは、
平成２０年頃からで、馬を連れて町に行けば、町の
人が笑顔になるのではないかと考えたからです。
事実、馬を見た人は誰もが驚き、次には笑顔になり
ます。競馬場が近くにあっても、町中の人は、ほと
んど馬との関わりがないことに、塚本さんはとても
驚きました。 
　塚本さんの夢は、「馬がいつも身近にいる笠松
町にすること」です。例えば、馬を犬のようにペット
として飼う人が出てきてほしいとのこと。競馬場が
あるおかげで、獣医さんや厩務員さんもいて、調教
や病気対策も笠松町なら万全です。馬は犬のよう
に吠えたりしないので、よいペットになります。馬や

ポニーを飼いたい方には、喜んで相談に乗ります
とのことでした。 
　笑顔あふれる笠松町になることを願って、塚本
さんはこれからも馬と一緒に散歩を続けます。 

シリーズ② 

「馬のまち笠松をつくり、 
笑顔をあふれさせたい」 

「馬のまち笠松をつくり、 
笑顔をあふれさせたい」 

日枝のおゆき⑤ 
ひ えだえだ 

日枝のおゆき⑤ 
ひ えだ 

　身近で「ちょっといい話」がありましたら、中央公民館へ電話、
FAX、郵送、メールなどでご連絡ください。お待ちしております。 
蕁３８８‐３９２６　FAX３８８‐３２３３ 
メールアドレス：kyouikubunka@town.kasamatsu.lg.jp

塚本さんと誘導馬
ウィニー ➡

競馬場の駐車場
で町の人に囲まれ
る誘導馬に乗った
塚本さん 

⇦

明治7年（1874年）頃までお湯立て行事が
行われていた津島神社（江川） 

「 おい源 
げん 

斉 
さい 

殿 
どの 

は、どこへいかれた。 」 

茂 
も 

平 
へい 

は、子どもがするように雪をすく 

いとってたべている吾 
ご 

介 
すけ 

にたずねた。源 
げん 

斉 
さい 

殿 
どの 

がいないのだ。 

「源 
げん 

斉 
さい 

殿 
どの 

。源 
げん 

斉 
さい 

殿 
どの 

。 」 

村 
むら 

人 
びと 

は口 
くち 

々 
ぐち 

によび続 
つづ 

けた。 

そのとき、拝 
はい 

殿 
でん 

の屋 
や 

根 
ね 

からわらい声が 

聞えた。それは、白い衣 
ころも 

をまとい、髪 
かみ 

を 

肩 
かた 

にたらして、すっくりと立つおゆきで 

あった。 

「 みなさん、源 
げん 

斉 
さい 

殿 
どの 

は日 
ひ 

枝 
えだ 

明 
みょう 

神 
じん 

の化 
け 

身 
しん 

な 

のです。わたしはあの方 
かた 

の命 
めい 

令 
れい 

で、こ 

の村を救 
すく 

わんがために参 
まい 

った雪 
ゆき 

姫 
ひめ 

です。 

わたしの呼 
よ 

ぶ雪 
ゆき 

雲 
ぐも 

も熱 
ねつ 

病 
びょう 

神 
がみ 

にはばまれ 

て来ることができなかったのです。み 

なさんが源 
げん 

斉 
さい 

殿 
どの 

を信 
しん 

じ、力をあわせて 

祈 
いの 

ってくださったので、熱 
ねつ 

病 
びょう 

神 
がみ 

をおい 

出すことができたのです。 」 

ゆきの声は、舞 
ま 

い散 
ち 

る雪の花が語 
かた 

るか 

のようにすきとおり、神 
こう 

々 
ごう 

しく伝 
つた 

わって 

いった。 

「源 
げん 

斉 
さい 

殿 
どの 

は、またみなさまのお役 
やく 

に立つ 

ためにお社 
やしろ 

でおやすみです。 」 

おゆきはやさしくいった。 

茂 
も 

平 
へい 

をはじめ村 
むら 

人 
びと 

は、その場 
ば 

へへなへ 

なとすわりこみ、ただ手をあわせてひれ 

ふした。 

おゆきのやさしい声が社 
やしろ 

にひびき、村 
むら 

人 
びと 

の背 
せ 

中 
なか 

に豊 
ほう 

作 
さく 

の雪 
ゆき 

が白くつもっていっ 

たが、だれひとり顔をあげる者 
もの 

はいなか 

った。 

遠くで雪 
ゆき 

合 
がっ 

戦 
せん 

をする 

子どもの声 

がひびいた。 

（おわり） 
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B O X
情 報
B O X
情 報
B O X
情 報

お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 民 俗 資 料 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

いっしょに子育て 

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

　がんの早期発見のため、胃がん・肺がん・大腸がん検診（病院検診）を実施します。申し込みをされ
ている方は、早めに受診してください。 
　また、大腸がん検診は、４１・４６・５１・５６・６１歳の方に「大腸がん検診無料クーポン券」と「がん検診手
帳」を郵送しますので、この機会にぜひ受診してください。 

【実施方法】 【検診実施医療機関】 

※申し込みをされていない方で、受診を希望する
方は福祉健康課へご連絡ください。 

【問 合 先】福祉健康課 

 
 
 
【対象年齢】 
 
【接種期限】 
【接種医療機関】 
 
【持 ち 物】 
【問 合 先】 

　麻しん風しん混合予防接種を実施していますので、早めに接種を受けてください。過去に、麻しんま
たは風しんにかかった幼児でも、予防接種を受けることができます。 
　なお、予診票のない方は、役場福祉健康課または福祉健康センターへお越しください。 

・第１期　生後１２か月以上～２４か月未満の幼児 
・第２期　平成２６年度中に６歳になる幼児（平成２０年４月２日～２１年４月１日生まれ） 
第１期：２歳の誕生日の２日前　　　第２期：平成２７年３月３１日 
羽島郡内の指定医療機関、またはかかりつけ医が羽島郡以外の方は、町が指定する岐阜
県内の医療機関（笠松町ほけんカレンダーをご覧ください） 
予防接種予診票・母子健康手帳 
福祉健康課 

胃がん・肺がん・大腸がん検診（病院検診） 福祉健康課 お知らせ
 

幼児の麻しん風しん混合予防接種 福祉健康課 お知らせ
 

検診名 
医療機関名 

胃がん 

肺がん 

大腸がん 

検診自己負担金 

70歳以上 

40歳～69歳 

70歳以上 

40歳～69歳 

70歳以上 

40歳～69歳 

41・46・51・
56・61歳 

800円 

3,000円 

200円 

700円 

100円 

500円 

無料 

納入方法 

受診当日に病院
窓口でお支払い
ください。 

対象者に無料ク
ーポン券を送付し
ますので、病院窓
口に提出してくだ
さい。 

実施期間 

5月15日 

7月31日 

5月15日 

10月31日 

受診方法 

各種がん検
診票と大腸が
ん検診の便
容器は病院
にありますの
で、直接、病
院へ受診して
ください。 

愛 生 病 院  

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

片山クリニック 

小 寺 医 院  

こ め の 医 院  

杉山内科医院 

羽島クリニック 

ひらたクリニック 

松波総合病院 

吉 田 胃 腸 科  

電　話 

388‐3300 

387‐2257 

387‐0180 

388‐8700 

387‐4504 

387‐6010 

388‐3600 

387‐6161 

387‐3378 

388‐0111 
※午後2時30分から4時
30分までに健診科へ
電話予約してください。 

387‐2217

所　在 

円城寺 

上本町 

門 間  

田 代  

美笠通 

米 野  

奈良町 

門 間  

田 代  

田 代  

門前町 

〜 

〜 

検診項目 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

胃がん 肺がん 大腸がん 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
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総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
保 険 医 療 課  
（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 6月分 

テニスコート 
運 動 場 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

5月25日（日） 
午後7時30分～ テニスコートを利用の方 
午後7時45分～ 運動場を利用の方 
中央公民館 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

弁護士 鈴木亨（岐阜県弁護士会所属） 
岐南町八剣北4‐111 奥田ビル3階　TEL（058）214‐2468 
（国道156号線沿い　岐阜信用金庫岐南支店のビルの中です） 

相続・遺言・離婚・借金・交通事故・労働・企業法務など、 
お気軽に何でもご相談下さい（相談料：30分3,000円）。 

岐阜みなみ法律事務所 岐阜みなみ法律事務所 

妊娠を希望する方の風しん・麻しん風しん混合ワクチンの接種料助成 福祉健康課 お知らせ
 

　「先天性風しん症候群」の発生を防止するため、風しんワクチン、または麻しん風しん混合ワクチンの
接種を、町内の指定医療機関で受けられる方に接種料を助成します。 
【対 象 者】接種時に笠松町に住民登録がある方で、 

・今までに風しんにかかったことがなく（不明を含む）、風しんワクチンを一度も受けたことがない方 
・風しん抗体価検査結果がHI法で１６倍以下の方 
上記の方で、次のいずれかに該当する方 
　①妊娠を予定、希望している女性 
　②妊婦健診で風しん抗体価検査の抗体価がHI法で１６倍以下の妊婦の夫、または同居家族 

【助成回数】１回 
【助成の対象となる期間】５月１日～平成２７年３月３１日 
【指定医療機関】 

【申請・接種方法】 
①接種前に、役場福祉健康課または福祉健康センターへ接種料助成の申請をする。 
　〈申請時の持ち物〉 ・印鑑 
 ・「岐阜県風しん抗体委託検査申込（問診）票兼結果票」または、風しん抗 
 　体検査結果のわかるもの 
②指定医療機関に接種の予約をする。 
③指定医療機関で接種を受ける。（接種料は医療機関窓口で無料となります） 
　〈接種時の持ち物〉 ・町が交付する「笠松町妊娠希望者等風しんワクチン接種料助成金交付 
 　決定通知書」と「助成対象者証」 
 ・風しん・麻しん風しん混合予防接種予診票（助成対象者証の裏面） 
 ・健康保険証（住所の確認をします） 

【注意事項】 
・妊娠している方は、予防接種はできません。 
・女性はあらかじめ、１か月間避妊した後接種してください。また、接種後２か月間は避妊が必要です。 
・風しん・麻しん風しん混合ワクチン接種は、予防接種法に基づかない任意接種になります。接種によ
り何らかの健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被
害救済制度により救済されます。また、町では「全国町村会総合賠償補償保険」に加入しています。
健康被害でを受けた場合は、救済の対象となる場合があります。 
・この助成は、平成２６年５月１日から平成２７年３月３１日までのものであり、平成２６年４月３０日以前に接種
された方は対象にはなりません。 

【申請・問合先】福祉健康課 

医療機関名 所在 電　話 医療機関名 所在 電　話 医療機関名 所在 電　話 

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

片 山 クリニック  

小 寺 医 院  

こ め の 医 院  

杉 山 内 科 医 院  

羽 島 クリニック  

ひらたクリニック 

まつなみ健康増進クリニック 

松 波 総 合 病 院  

吉 田 胃 腸 科  

上 本 町  

門 間  

田 代  

美 笠 通  

米 野  

奈 良 町  

門 間  

田 代  

泉 町  

田 代  

門 前 町  

387‐2257 

387‐0180 

388‐8700 

387‐4504 

387‐6010 

388‐3600 

387‐6161 

387‐3378 

388‐0111 

388‐0111 

387‐2217
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ゴミの回収致します。 
まずはお問合せ下さい。 

＊笠松町許可業者 
岐南町平成6‐110

蕁248-0089（代） 
http://www.t-eisei.co.jp

高島衛生工業（有） 
見積無料 

医療機関名 所　在 電　話 
い い だ 歯 科  
う え む ら 歯 科  
久 納 歯 科 医 院  
小 島 歯 科 医 院  
ご と う 歯 科  
さ く ら 歯 科  
立 松 歯 科 医 院  
西 垣 歯 科クリニック  
松 原 歯 科 医 院  
三 輪 歯 科 医 院  
森デンタルクリニック 

東 金池町  
長 池  
下 本 町  
奈 良 町  
田 代  
門 間  
門 間  
北 及  
美 笠 通  
円 城 寺  
田 代  

387‐3646 
388‐4118 
387‐2051 
387‐2848 
387‐0955 
387‐9114 
388‐2078 
387‐5900 
387‐6600 
387‐6110 
387‐9981

 
 
 
 
【助成回数】 
【自己負担金】 
【健診内容】 
【受診方法】 
 
 
 
 
 
 
 
【指定医療機関】 

【申請・問合先】 

　妊娠中の方を対象に、歯科健康診査を実施し
ています。妊娠中は、ホルモンバランスの変化に
より、むし歯や歯周病が進行しやすくなります。こ
の機会にぜひ健診を受診しましょう。 

妊娠中に１回 
無料 
問診・口腔内診査（むし歯・歯周病健診） 
 

①受診前に、役場福祉健康課または福祉健康セ
ンターへ申請してください。 
〈申請時の持ち物〉・印鑑　・母子健康手帳 
②指定医療機関に予約をし、受診してください。 
〈受診時の持ち物〉 
・町が交付した「笠松町妊婦歯科健康診査受診票」 
・母子健康手帳　　・健康保険証 

 

福祉健康課 

妊婦歯科健康診査 
福祉健康課 

お知らせ
 

月日（曜） 
 
 
 
 
 
5月 
 
 
 
 
 
 
6月 

 
 

19日（月） 
 

20日（火） 
 
 

27日（火） 
 
 

30日（金） 
 
 

2日（月） 

受付時間 
9：00～10：00 
10：30～11：00 
13：30～15：00 
13：00～14：00 
14：30～16：00 
9：00～10：30 
11：00～12：00 
13：30～14：30 
15：15～16：00 
10：00～11：30 
13：30～15：00 
9：00～10：30 
11：00～12：00 
13：30～15：00

場　　所 
春日神社（門間） 
北門間会館（門間） 
松枝公民館（長池） 
児童館（田代） 

福祉健康センター（長池） 
笠松町役場（司町） 
厚生会館（瓢町） 

穴太部神社（上柳川町） 
児神社（北及） 
福祉会館（東陽町） 
中央公民館（常盤町） 
スポーツ交流館（江川） 
米野会館（米野） 
下羽栗会館（中野） 

 
 
 
【対 象 者】 
 
【検 診 料】 
【日時・場所】 

【問合先】 

　申し込みをされている方には、検診票を郵送し
ます。また、申し込みをされていない方も受診でき
ますので、直接会場へお越しください。 

６５歳以上の方 
（昭和２５年４月１日以前に生まれた方） 
無料 
 

福祉健康課 

結核住民検診 福祉健康課 お知らせ
 

読み聞かせボランティア 
養成講座 かみふうせん 

 
 
 
 
 
 
【日  時】 
【場　　所】 
【テ ー マ】 
 
【講　　師】 
【参 加 料】 
【定　　員】 
【問 合 先】 

　読み聞かせボランティア「かみふうせん」では、
笠松町内の小中学校で「おはなしかい」をしてい
ます。今回は、小学生への読み聞かせのコツを
学びます。 
　ボランティアに関心のある方だけでなく、どなた
でも参加できます。 

５月２９日（木） 午前１０時～１１時３０分 
中央公民館 学習室１ 
さあ！はじめよう「こどもたちとおはなし会」 
小学生編 
元愛知県美和町図書館員　山口 陽子氏 
無料 
３０人 
中央公民館 

募 集 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【問 合 先】 

　児童館ボラクラブの子どもたちが、幼児親子と
一緒になって遊ぶ「あそびの広場」を開催します
ので、ぜひ遊びに来てください。 

５月１７日（土） 午前１０時～１１時 
児童館遊戯室 
幼児親子・小学生 
児童館 

あそびの広場 児童館 お知らせ
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羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参 加 料】 
【内　　容】 
 
 
 
 
 
 
【申込要件】 
 
 
【申込期限】 
 
【申込・問合先】 

６月８日（日） 午後０時３０分～３時３０分 
（受付終了　午後３時） 
羽島市民会館（羽島市福寿町） 
無料 
小児・小学生のフッ化物塗布、クイズ

ラリー、人形劇、かみかみセンサー、RDテスト、
歯の健康優良児などの表彰、歯の絵画・ポス
ターの展示、高齢者のよい歯のコンクールなど 

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせてご
来場ください。 
◎高齢者のよい歯のコンクール 

７０歳以上（昭和２０年４月１日以前に
生まれた方）で自分の歯が２０本以
上あり、歯の健康に自信のある方 
５月２６日（月） 
※必ず事前に申し込みをしてください。 
福祉健康課 

第25回歯の健康フェスティバル 
羽島口腔保健協議会 

お知らせ
 

 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

こころの巡回相談・障がい者 
就労体験 福祉健康課 

　地域活動支援センターの精神保健福祉士な
どが、こころの悩みや不安の相談に応じます。 
　また、精神障がいの方の就労体験も開催しま
すので、お気軽にご参加ください。 

５月２８日（水） 午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
５月２１日（水） 
福祉健康課 

お知らせ
 

グループワーク 福祉健康課 お知らせ
 

狂犬病予防集合注射と 
犬の登録 環境経済課 

 
 
 
 
 
【日時・場所】 

【料　　金】 
 
 
 
【注意事項】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　犬の飼い主には、「狂犬病予防法」により生後
９１日以上の犬の登録と、年１回の犬への予防注
射が義務付けられています。また、他市町村で登
録した犬でも引っ越しなどで笠松町に所在地が
変更になった場合、登録変更の手続きが必要です。 

 

 
・注射料金 ２,６００円（変更になりました） 
・注射済票交付手数料 ５５０円 
・新規登録（未登録の方のみ） ３,０００円 
 
・登録済みの飼い主あてに、「狂犬病予防注射
問診票」の付いた狂犬病予防注射案内ハガキ
を通知します。問診票は事前に記入を済ませ、
注射当日は必ずハガキを持参してください。 
・町が実施する注射を受けられない場合には、
必ず動物病院で受けてください。 
・会場でのフンの後始末は飼い主の方が必ず
行ってください。 

環境経済課 

月日（曜） 

 

 

5月 

 

13日（火） 

 
 

14日（水） 

 

時　　間 

10：00～11：00 

13：00～13：40 

10：00～10：30 

11：00～11：40 

13：00～14：00

場　所 

役場（西駐車場） 

松枝公民館 

松枝公民館 

中央公民館 

下羽栗会館 

お知らせ
 

雑誌のリサイクル配布 
中央公民館 

 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
【問 合 先】 

　図書室では、昨年度ご愛読いただいた雑誌を
進呈する「雑誌のリサイクル配布」を実施します
ので、ぜひご利用ください。 

５月１０日（土）～１８日（日） 
午前９時～午後４時３０分 
中央公民館図書室 
松枝公民館ロビー 
総合会館ロビー 
中央公民館 

お知らせ
 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【参 加 費】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神障がいの方やこころの悩みをお持ちの方
の憩いと交流の場です。 

５月１５日（木） 午前１０時～１１時３０分 
福祉健康センター 
創作活動 
２００円 
５月８日（木） 
福祉健康課 
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本 社  ● 〒５０１-６０６５ 岐阜県羽島郡笠松町門間２２８８-１ 
TEL０５８-３８８-２３６６㈹　FAX０５８-３８８-２３６７ 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

　「馬」をテーマに中央公民館で開催されます。 
【日時・場所】 

※開催中は、2階茶華道室に休憩室を用意します。 
【問 合 先】町文化協会事務局（中央公民館内） 

かさまつ文化フェスタ2014
町文化協会 

月日（曜） 

 

 

 

5月 

 

17日 

（土） 

 

18日 

（日） 

内　容 

作品展示 

本の交換会 

作品展示 

本の交換会 

ステージ 
発表 

呈茶席（要呈茶券） 

時　間 

9：30～17：00 

 

9：30～16：00 

 

10：00～16：00頃 

場　所 

1・2階各室 

2階 

1・2階各室 

2階 

3階大ホール 
 

3階ロビー 

うま 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込期間】 
【申込・問合先】 

　地震に備えるため、昭和５６年５月３１日以前に
着工された木造一戸建て住宅の耐震診断を希
望される方に、無料で専門家を派遣し、耐震診
断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を行
っています。 
　また、昭和５６年６月１日以降に着工された木造
住宅の耐震診断と、昭和５６年５月３１日以前に着
工された木造住宅の耐震補強費用の一部を助
成する制度に加え、今年度から昭和５６年５月３１日
以前に着工された木造以外の建築物の耐震診断
費用の一部を助成する制度を設けています。 

５月７日～１２月２６日 
建設課 

建築物の耐震診断助成 建設課 お知らせ
 

【応募資格】 
 
【募集人員】 
【委嘱期間】 
 
 
【募集期間】 
【問 合 先】 

２０歳以上で川に接する機会が多く、
河川愛護に関心のある方 
５人 
７月１日～平成２７年６月３０日 

※ただし、制度改正などにより期間満了前に委
嘱を終了する場合があります。 

５月７日（水）～２３日（金） 
国土交通省木曽川上流河川事務所 
占用調整課　蕁２５１‐１３２６ 

よりよい川づくりのための 
河川愛護モニター 国土交通省 

募 集 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
 
【内　　容】 
 
 
【講　　師】 
【参 加 料】 
【定　　員】 
【申込・問合先】 

　笠松町の歴史や文化財に親しんでいただくた
め、歴史探訪を開催します。 

６月１４日（土） 午後１時３０分～３時 
まちの駅「善光寺」（下新町４２番地） 

※駐車場はありませんので、車でのご来場はご
遠慮ください。 

 
①善光寺の由緒 ②笠松陣屋の牢獄 
③大臼塚跡の石碑 ④濃尾震災の供養塔　など 

善光寺 志智慈朗 住職 
無料 
６０人　【申込期限】６月６日（金） 
歴史民俗資料館 

歴史探訪　まちの駅「善光寺」 
を訪ねて 歴史民俗資料館 

募 集 

ろう ごく 

おお うす づか あと 

し ち じ ろう 

 
 
【受講種目】 
 
【対 象 者】 
【受 講 料】 
【申込期間】 
【申 込 先】 
 
 
 
【問 合 先】 

　岐阜県内に住む、ひとり親家庭の親を対象に、
就業を支援するための講習会を開催します。 

・介護職員初任者研修 
・医療事務講習 
ひとり親家庭の親　約１６人 
無料（ただし教材費は本人負担） 
５月２６日（月）～６月１３日（金） 
岐阜地域福祉事務所　蕁２７２‐１９３０ 

※抽選により講習会受講者を決定し、面接を行います。 
※受講者には、自立・就業を支援する「ひとり親自立
支援プログラム策定事業」にご協力をいただきます。 

岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター 
蕁２６８‐２５６９ 

就業支援講習会 
県ひとり親家庭等就業・自立支援センター 

お知らせ
 

　教育や福祉など行政サービスを行うための大
切な財源です。納期限までに必ず納めましょう。 
　金融機関の窓口、コンビニでの納付のほか、
パソコンや携帯電話から２４時間、クレジットカー
ドによるネット納付もできます。 
　詳しくは、納税通知書（５月７日発送予定）をご
確認ください。 
【問 合 先】岐阜県自動車税事務所 

蕁２７９‐３７８１ 

自動車税の納期限は6月2日です 
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広報紙 広告募集 
あなたのお店を紹介してみませんか？ 

1号 1枠5,000円　【問合先】企画課 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

　「交通事故や詐欺などの犯罪被害に遭い、警
察や検察庁に訴えたが、検察官がその事件を裁
判にかけてくれないことが納得できない」 
　このような方のために、検察官が事件を裁判に
かけなかったことが正しかったかどうかを審査する
機関に「検察審査会」があります。検察審査会は、
１１人の審査員がこの審査を行います。審査員は、
選挙権を持っている方の中から、市町村の選挙
管理委員会が「くじ」で選ぶことになっています。 
　審査員に選ばれたときは、国民の代表としてご
協力をお願いします。 
【問 合 先】岐阜検察審査会事務局 

（岐阜地方裁判所内） 
蕁２６２‐５２６３ 

検察審査員に選ばれたときは 
ご協力を 岐阜検察審査会事務局 

お願い
 

【日　　時】 
【場　　所】 
【定　　員】 
【受 講 料】 
 
【申込期限】 
 
 
 
 
【申込・問合先】 
 

５月２８日（水） 午前９時～午後４時 
郡広域連合消防本部３階 
２０人 
会員１,５００円　一般３,０００円 

※別にテキスト代１,５００円がかかります。 
５月２７日（火） 

※申込用紙と試験願書は、郡広域連合消防本部
予防課にあります。 
試験願書は、岐阜県消防試験センターで受け
付けています。 

羽島郡危険物安全協会事務局 
（羽島郡広域連合消防本部予防課内） 
蕁３８８‐１１９８ 

乙種第4類危険物取扱者試験の郡準備 
講習会 郡危険物安全協会 

募 集 

「人権擁護委員の日」 
特設人権相談所開設 福祉健康課 

 
 
 
【相 談 日】 
【場　　所】 
【問 合 先】 

　人権問題や悩みごとなど、人権擁護委員が相
談に応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。 

６月２日（月） 午前１０時～午後３時 
福祉会館 
・福祉健康課 
・岐阜地方法務局人権擁護課 
　蕁２４５‐３１８１ 

お知らせ
 

 
 
 
 
【雇用期間】 
 
【勤務時間】 
【賃　　金】 
【勤務場所】 
 
 
【必要資格】 
 
【申込方法】 
 
 
 
 
 
 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　放課後児童クラブは、子どもたちが指導員のもと、
友だちと一緒に遊び、生活する場です。子どもた
ちの生活を見守りながら、楽しく遊ぶことが好きな
方を募集します。 

７月２２日（火）～８月２２日（金） 
（日曜休み） 
午前８時～午後７時（概ね６時間を限度） 
時給１,０５０円 
笠松小学校（北舎１階） 
松枝小学校（校舎南西側プレハブ教室） 
下羽栗小学校（校舎南西側プレハブ教室） 
保育士資格、教員免許 
（幼・小・中いずれも可） 
役場総務課または子育て支援センター

へ次の書類を提出してください。 
・保育士資格、教員免許の写し 
・笠松町臨時雇用職員等求人登録票 
※求人登録票は、役場総務課または子
育て支援センターにあります。 
（町ホームページからダウンロードできます） 
６月１３日（金） 
子育て支援センター 

夏休みの放課後児童クラブ指導員 
子育て支援センター 

募 集 

【職　　種】 
【職務内容】 
【勤務場所】 
【勤務時間】 
【募集人員】 
【賃　　金】 
【通 勤 費】 
【申込方法】 
 
 
 
【問 合 先】 

給食調理員 
学校給食の調理や洗浄などの業務 
学校給食センター 
午前８時３０分～午後４時３０分 
１人 
時給９２０円 
片道２km以上　２,０００円 
役場総務課または学校給食センター

へ笠松町臨時雇用職員等求人登録票を提
出してください。 
（町ホームページからダウンロードできます） 

学校給食センター 

学校給食センター臨時雇用職員 
学校給食センター 

募 集 
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【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
 
【参 加 費】 
【申込期限】 
【申 込 先】 

６月２２日（日） 午前８時４５分～ 
町民体育館１階 剣道・卓球場 
町内に在住・在勤・在学の方 
①一般・高校男子の部 
②一般・高校女子の部 
③中学男子１・２年生の部、３年生の部 
④中学生女子の部 
⑤小学生高学年、低学年の部 

※各種目は、参加人数の都合により変更すること
があります。 

１人１００円（大会当日徴収） 
６月１７日（火） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

第39回町民剣道大会 
町体育協会 

募 集 

【日　　時】 

【場　　所】 

【参加資格】 

【種　　目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参 加 費】 

【申込期限】 

【申 込 先】 

６月１５日（日） 午前９時～ 

緑地公園内テニスコート 

町内に在住・在勤の方 

ダブルス（１人でも出場可） 

ただし、１人１種目 

①小学生男子の部 

②小学生女子の部 

③中学生男子の部 

④中学生女子の部 

⑤初心者男子の部 

⑥初心者女子の部 

⑦一般男子の部 

⑧一般女子の部 

⑨壮年男子（４５歳以上）の部 

⑩壮年女子（４０歳以上）の部 

１人１００円（大会当日徴収） 

６月９日（月） 

町体育協会事務局（中央公民館内） 

第28回町民テニス大会 
町体育協会 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
【参 加 費】 
【申込期限】 
【申 込 先】 

６月８日（日） 午前８時３０分～ 

米野ゲートボール場 

町内に在住・在勤の方で編成された

チーム 

１人１００円（大会当日徴収） 

５月３０日（金） 

町体育協会事務局（中央公民館内） 

第12回町民ゲートボール大会 
町体育協会 

募 集 

募 集 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 

６月１日（日） 午前９時～ 

笠松小学校運動場 

町内に在住・在勤の方（１チーム３人）

１人でも出場可 

１チーム（３人）３００円 ※１人１００円 

（大会当日徴収） 

５月１６日（金） 

町体育協会事務局（中央公民館内） 

第13回町民ペタンク大会 
町体育協会 

募 集 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

６月２２日（日） 午前９時～ 
町民体育館２階 競技場 
町内に在住・在勤の方 
混成の部・女子の部 
１チーム５００円 
（組合せ抽選会時に徴収） 
６月１２日（木） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

◎組み合わせ抽選会 
６月１６日（月） 午後７時３０分～ 
中央公民館 １の１ 

第18回町民ソフトバレーボール大会 
町体育協会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 
 
【日　　時】 
【場　　所】 

７月６日、１３日、２０日の日曜日 
午前８時４５分～ 
勤労青少年運動場 
町内に在住・在勤の方で原則町内会
単位で構成されたチーム（２０人以内） 
１町内２チームまで 
１チーム２,０００円 
（組み合わせ抽選会に徴収） 
６月６日（金） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

◎組み合わせ抽選会 
６月１３日（金） 午後７時３０分～ 
中央公民館 集会室 

第63回町民軟式野球大会 
町体育協会 

募 集 

募 集 
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　羽島郡から１１人（補欠を含む）の代表選手を

募集します。 

【募集選手】 
○高校生 男子（選手２人＋補欠１人） 

 女子（選手１人＋補欠１人） 

○一　般 男子（選手１人＋補欠１人） 

 女子（選手１人＋補欠１人） 

 ※一般女子は高校生でも可 

○４０歳以上（選手１人＋補欠１人） 

 ※男女は問いません 

※小中学生の選手は、郡内各小中学校を通して

募集します。郡内在住で、郡外の小中学校に

在籍している方は、郡体育協会事務局までお

問い合わせください。 

【日　　時】１０月１９日（日） 午前９時３０分スタート 
【コースと区間】 
岐阜県庁～羽島市文化センター 

折り返し２往復 ４２.１９５㎞　　　 

　※第１区　高校女子 ４.６㎞　募集 

　　第２区　中学女子 ２.２㎞　　　 

　　第３区　小学男子 １.５㎞　　　 

　　第４区　中学男子 ２.７㎞　　　 

　※第５区　４０歳以上 ３.０㎞　募集 

　※第６区　一般男子 ７.２㎞　募集 

　※第７区　高校男子 ４.６㎞　募集 

　　第８区　中学女子 ２.２㎞　　　 

　　第９区　小学女子 １.５㎞　　　 

　　第１０区　中学男子 ２.７㎞　　　 

　※第１１区　高校男子 ４.６㎞　募集 

　※第１２区　一般女子 ５.３９５㎞　募集 

【参加資格】 
・郡内に在住・在勤・在学の方 

ただし、一般・学生は、他県在住者・出身者で

あっても、出身中学校または高等学校所在地

が郡内であれば出場を認めます。 

・高校生は、保護者の同意を得られる方 

【申込期限】６月３０日（月） 
詳細は、申込み後に案内します。 

【申込・問合先】羽島郡体育協会事務局 
（羽島郡二町教育委員会内） 

蕁２４５‐１１３３ 

「第6回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会」 
羽島郡代表選手 郡体育協会 

募 集 

������������	
	�	�
�����	�����

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

5月の開催日程 
12（月）.14（水）.15（木）.16（金）.26（月）.28（水）.29（木）.30（金） 

5/16（金）東海クラウン 
5/26（月）A・G・I競走 
5/30（金）東海クラウン 

【内　　容】 
 
 
 
【対象年齢】 
 
【問 合 先】 

・DVD放映 
・基地、駐屯地など見学会の説明 
・自衛官採用に関する説明 
・試験対策勉強会 
中学生（保護者同伴、保護者のみも可）
～２６歳 
自衛隊岐阜地方協力本部岐阜基地分室 
蕁３８３‐５１１８ 

自衛隊セミナー 
自衛隊岐阜地方協力本部 

開　催　日 時　　間 場　所 

10日（土）・24日（土） 

25日（日） 
5月 午後1時～5時 

笠松中央公民館 

羽島市民会館 

がんばれFC岐阜 
5/ 6（火・祝）19時から 

5/25（日）19時から 

6/ 1（日）19時から 

ジェフユナイテッド千葉 

ギラヴァンツ北九州 

京都サンガF.C.

５月の日程 ホーム長良川競技場 

7/20（日）18時から 横浜FC

笠松町ホームタウンデーの日 

お知らせ
 

※変更になる場合があります。 
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

■保健（健診・予防接種・相談・教室など） ■休日急病診療（内科・歯科） 

■子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

5月のお知らせ 

１３：３０～１４：１５ 

 

１３：１０～１３：５０ 

 

９：２０～９：４０ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

BCG予防接種 
 
乳児健康診査 
 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 
 
 
歯みがき教室 
 
 
 

 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 
 
 
 
 
 
 

健康相談 
 
 
 
 
 
転倒予防教室 
 
 
 
 
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～筋力アップ教室～ 

 
 
 
骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 

ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

 

ふれあい喫茶 
～高齢者の憩いの場～

 
 

１３日（火） 

７日（水） 

８日（木） 

２２日（木） 

２０日（火） 

１６日（金） 

１３日（火） 

２８日（水） 

１３日（火） 

１４日（水） 

２１日（水） 

２８日（水） 

９日（金） 

１２日（月） 

１３日（火） 

２８日（水） 

１日（木） 

１５日（木） 

７日（水） 

２１日（水） 

２日（金） 

２１日（水） 

１４日（水） 

２８日（水） 

２７日（火） 

９日（金） 

１２日（月） 

１３日（火） 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 
 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

 

総合会館 

 

 

福祉健康センター 

 

 

福祉会館 
 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

 

　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後２時（昼休みなし） 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前９時～午後１時（昼休みなし） 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

4 

5 

6 

11 

18 

25

しみずこどもクリニック 

杉 山 内 科 医 院  

こ め の 医 院  

愛 生 病 院  

サンライズクリニック 

吉 田 胃 腸 科  

渡 辺 小 児 科  

岐 南 町 野 中  

笠松町奈良町  

笠 松 町 米 野  

笠松町円城寺  

岐 南 町 野 中  

笠松町門前町  

岐 南 町 八 剣  

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

248‐3211 

388‐3600 

387‐6010 

388‐3300 

247‐3322 

387‐2217 

246‐8882

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

4 

5 

6 

11 

18 

25

三 輪 歯 科 医 院  

高 瀬 歯 科 医 院  

ご と う 歯 科  

う え む ら 歯 科  

みやかわ歯科医院 

ご と う 歯 科  

さかえ歯科クリニック 

笠松町円城寺  

岐南町上印食  

笠 松 町 田 代  

笠 松 町 長 池  

岐南町下印食  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 伏 屋  

387‐6110 

240‐5050 

387‐0955 

388‐4118 

272‐9988 

387‐0955 

240‐0644

 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

♪あそびの広場♪ 
５月１４日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

子育て支援センター 
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在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修 宮川町５７ ☎387‐3718 
　川口　淑 門間６６６ ☎388‐2178 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽 弥生町３０ ☎387‐2782 
　則竹　緑 東陽町３６‐３ ☎387‐9625 
　後藤　稔 北及１１８３ ☎388‐1495 
　廣霖とし子 長池２６３‐２ ☎388‐1906 
　道家嗣典 門間５２４ ☎387‐8055 
　杉山詞一 円城寺１４４４ ☎387‐7867 
　三輪　恵 円城寺８７３ ☎387‐6110 

在宅相談　身体障害者相談員 
　河尻和男 北及１９０２ ☎387‐5788 
　堀場靖隆 円城寺９２９ ☎388‐3791 
　早水春生 西宮町１３１ ☎388‐0029 
　岩田賢一 田代９５０‐１ ☎388‐0068 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口一子 北及１５７８-２ ☎388‐3705

心配ごと相談

行 政 相 談  

人 権 相 談  

身体障がい者 
相談 

知的障がい者 
相談 

13：00～15：00 福祉会館 

9：00～15：00
役場 

環境経済課 

悩みごと相談 

消費生活相談 

第3日曜日は家庭の日 

■相談 

■町施設のご案内 

■今月の納税・納付 

■献血 

図書室からのお知らせ 
・今月のお休み 
・おはなしかい 

家族みんなで、野や山に出かけ、 
自然に親しみましょう。 

5月18日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

今 月 の テ ー マ 

ありません 
10日（土） 午前10時30分～ 
中央公民館音楽室 

7日（水） 

21日（水） 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

12日（月） 

19日（月） 

軽自動車税   全期分 
水道料金下水道使用料 1期分 
保育料   5月分 
放課後児童クラブ利用料 5月分 

納期限 6月2日（月） 

不正大麻・けし撲滅運動の実施 
5月1日～6月30日 

　不正栽培や自生する大麻・けしを発見したら、
お近くの保健所へ通報をお願いします。 
　正しい知識を身につけて、不正大麻・けしを撲
滅しましょう。 
【問合先】岐阜保健所生活衛生課 蕁３８０‐３００３ 

　みなさんのあたたかい思いやりが、助け合いの
輪を広げます。ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 福祉健康課 

月日（曜） 場　　所 時　　間 

5月 

15日（木） 

22日（木） 

㈱光製作所 

丸十産業㈱ 

㈱ 加 藤 組  

ギフメン㈱ 

9：30～12：00 

13：30～16：00 

10：00～11：00 

12：30～13：30 

14：30～16：30

（中　　野） 

（下柳川町） 

（円 城 寺） 

（緑　　町） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　民生委員・児童委員、主任児童委員は、地
域のボランティアとして活動しています。地域
住民である皆さんと同じ立場で相談にのり、
必要に応じて行政や関係機関へつなぐ役割、
福祉支援制度などの紹介をします。 
　介護の悩みや子育ての不安、学校生活な
どでの心配ごとはありませんか。 
　お住まいの地域の民生委員・児童委員へ
ご相談ください。お住まいの地域の委員を知
りたい場合は、福祉健康課へおたずねください。 
　民生委員・児童委員には守秘義務があり、
秘密は守られます。 

福祉健康課 

5月12日（月）は 5月12日（月）は 
民生委員・児童委員の日 民生委員・児童委員の日 

施設名 所　在 電　　話 

役 場  

福祉健康センター 

福 祉 会 館  

中 央 公 民 館  

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴史民俗資料館 

子育て支援センター 

児 童 館  

ふらっと 笠 松  

司 町 1 番 地  

長 池 4 0 8 番 地 の 1  

東 陽町 4 4 番地の 1  

常 盤 町 6 番 地  

長 池 2 9 2 番 地  

中 野 2 2 9 番 地  

東陽町44番地の1（仮事務所） 

上 新 町 1 7 2 番 地  

田 代 2 9 0 番 地  

西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

☎388‐1111（代表） 

☎388‐7171 

☎387‐1121 

☎388‐3231 

☎387‐0156 

☎387‐8432 

☎388‐0161 

☎387‐0561 

☎388‐0811 

☎388‐2355
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火 の 用 心 

羽島郡広域連合　☎388‐1198

4月から国民年金保険料の取扱いが変わりました 
国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

風水害から身を守る 

　さかのぼって免除申請ができる期間は、
申請時点の直前の７月（学生納付特例は４月）
まででした。 

　過去２年（２年１か月前）までさかのぼって
申請ができるようになりました。（学生納付
特例も同様です） 

　法定免除を受けている方が保険料を納めるときは、
保険料の後払い（追納制度といいます。追納制度
は加算金が付く場合があります）のみ可能でした。 

　法定免除期間のうちご本人が申出した
期間は、国民年金保険料を通常どおり納付
することができるようになりました。 

　付加保険料は納期限（翌月末）までに納
めなければ、自動的に納めることができなく
なっていました。 

　国民年金保険料と同様に、付加保険料
も納期限から２年間納めることができるよう
になりました。 

※現在、付加保険料を納めている方は、手続き不要です。 
※付加年金は、申し込みをした月からの加入となります。さかのぼって加入することはできません。 
※国民年金保険料を納めていない月は、付加保険料を納めることができません。 

 
 
 
 
 
 
 
　今年も梅雨の季節がやって
きます。毎年この時期から秋に
かけて、集中豪雨をはじめ自然
災害が多く発生する季節です。皆さんはどの
ような風水害の対策をしていますか？ 
　どんな災害であっても、日ごろの「備え」が
最も大切です。風水害から身を守るために、
次の３つの「備え」を知っておきましょう。 
①家の外の備え 
・窓や雨戸はしっかりとカギをかけ、必要に
応じて補強する。 
・側溝や排水口は掃除をして水はけを良く
しておく。 
・風で飛ばされそうな物は飛ばないよう固
定したり、家の中へ収納する。 

②家の中の備え 
・非常用品（懐中電灯、携帯用ラジオ、救
急薬品、衣類、非常用食品、携帯ボンベ
式コンロ、貴重品など）の確認をする。 
・室内の安全対策をする。飛散防止フィル
ムなどを窓ガラスに貼り、万一の飛散物
の飛び込みに備えてカーテンやブラインド
をおろしておく。 
・水の確保をする。断水に備えて飲料水
を確保するか、浴槽に水を張るなどして
生活用水を確保する。 

③避難場所の確認 
・学校や公民館など、避難場所として指定
されている場所への避難経路を確認し
ておく。 
・普段から家族で避難場所や連絡方法を
話し合っておく。 
・避難する時は、持ち物を最小限にして両
手が使えるようにしておく。 

　このようなポイントに注意して、災害による被
害を最小限に食い止めましょう。 

障害基礎年金受給権発生 

免除に該当すると納付はできませんでした。 
（追納のみ可能） 

納付申出始期前の 
期間は追納のみ可能 

申出により納付 
が可能 

障害基礎年金受給権発生 納付申出始期 

納　付　済 納　付　済 納　付 法 定 免 除 期 間  法　定　免　除　期　間 

1．さかのぼって免除申請ができるようになりました 

2．法定免除期間の保険料が納付できるようになりました 

3．付加保険料も2年間納付できるようになりました 

今まで 

今まで 

今まで 

平成26年4月から 

平成26年4月から 

平成26年4月から 
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　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント。 
【応募期限】５月２６日（月） 
【応募方法】作品と応募用紙（町ホームページからダウンロードできます）を企画

課へ持参、郵送、メールで送信。作品は約20cmの正方形の用紙に手
書きか、画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）どちらでも構いません。 

【選定方法】企画課で決定 
【応募・問合先】企画課　E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マ町マスコットキャラクター「か「かさまるくん・かさまるちゃん」ん」 
7月号広報紙の表紙号広報紙の表紙イラストを募集募集します 
町マ町マスコットキャラクター「か「かさまるくん・かさまるちゃん」ん」 
7月号広報紙の表紙号広報紙の表紙イラストを募集募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
7月号広報紙の表紙イラストを募集します 

毛筆ですらすら年賀状が書けるように まかな こぶしの会 

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

2 

3 

1 

21

減 

減 

増 

増 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

まちの人口 
平成26年 4月1日現在 

22,434 

10,827 

11,607 

8,490　 

ホームページアドレス ��������������	�
����������������

この広報紙は再生紙を使用しています。 

おなまえ 服部 莉徠 （米野） ちゃん 

は っ  と り  り  ら  

服部祐弥・瑠菜さんの子 
平成25年5月1日生 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します 

応募対象　平成25年7月生まれの赤ちゃん 
応募期限　5月30日（金）（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報までお問合せください。 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 
Hello!

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ ������������  ����������������

　私たち「こぶしの会」は、年賀状を毛筆で書きたいと
思い、始めました。 
　年末は、年賀状だけでなく、好きな言葉を書いてカレ
ンダーづくりも行っています。また、練習のため百人一
首を、一首ずつ約２か月に１回の割合で書いています。 
　各自マイペースで練習していますので、いつでも参
加していただけます。見学大歓迎です。楽しく書道の
練習をしてみませんか。お待ちしています。 
【活動日】毎月第１・３水曜日 午後１時３０分～  
【場　所】松枝公民館　 
【連絡先】長野恒美（長池） 蕁０９０‐６０９１‐９４０２ 

宮田真行・由佳さんの子 
平成25年5月17日生 

宮田 晴生 （田代） くん 

み や  た  は る  き  

おなまえ 
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